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10.占用物に関する許可基準など 

10.1 総説 

本章は、東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震・津波対策として整備する占用物に関する許可基準を

とりまとめたものである。

10.2 橋梁 

10.2.1 総説 

本章は、許可工作物としての橋梁に関する設置基準の考え方と、既設施設の扱いについてとりま

とめたものである。
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10.2.2 橋梁設置における橋台位置と桁下高の考え方 

審査基準 

河川を横過する橋梁設計・計画にあたっては、「河川管理施設等構造令」及び「工作物設置許可基

準」に則り、適切に河川協議を経て設置すること。

レベル１津波遡上区間や高潮影響区間においては、各シミュレーション結果等を踏まえ審査するも

のとする。

(1) 自己流堤区間（堤防高が計画高水位で決定される場合） 

1) 川幅が 50m 未満の場合

桁下高・橋台沓座面 ：計画堤防高以上

橋台の前面位置 ：計画堤防断面の川表法肩より後ろ

図 10.2.1 川幅50m未満の自己流堤区間に設ける橋台の位置と桁下高 

2) 川幅が 50m 以上の場合

桁下高・橋台沓座面 ：計画堤防高以上

橋台の前面位置 ：計画高水位（自己流HWL）より後ろ

図 10.2.2 川幅50m以上の自己流堤区間に設ける橋台の位置と桁下高 
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(2) レベル１津波対策区間（堤防高がレベル１津波高又は高潮で決定される場合） 

1) 川幅が 50m 未満の場合

桁下高・橋台沓座面 ：レベル１津波（高潮）対応の計画堤防高以上

橋台の前面位置 ：レベル１津波シミュレーション（高潮遡上シミュレーション）結果

を基に設定された計画堤防断面の川表法肩より後ろ

図 10.2.3 川幅50m未満のレベル１津波対策区間に設ける橋台の位置と桁下高 

2) 川幅が 50m 以上の場合

桁下高・橋台沓座面 ：レベル１津波（高潮）対応の計画堤防高以上

橋台の前面位置 ：「レベル１津波シミュレーション（高潮遡上シミュレーション）結

果を基に設定された計画堤防断面－1.0m」の線と堤防定規断面との
交点より後ろ

図 10.2.4 川幅50m以上のレベル１津波対策区間に設ける橋台の位置と桁下高 

桁下高
橋台沓座面 

桁下高
橋台沓座面
桁下高

橋台沓座面

10-5



10.2.3 レベル１津波対策区間（河川）への橋脚設置等の取扱い 

河川災害復旧事業において、津波遡上区間（河川）に設置する橋脚の取り扱いは、以下のとおりと

する。

(1) 橋脚位置を決定するための条件 

1) 河川阻害率

2) 径間長

3) 河岸又は堤防のり先及び低水路のり先肩からの離れ

4) 橋脚底版等を護岸基礎の直下に設けてはならない
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(2) 堤体内に橋脚を設置する場合 
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10.2.4 橋梁審査の取扱い方 

東日本東北地方太平洋沖地震の地震や津波で、損傷はないものの地盤沈降等により「桁下余裕高不

足となった橋梁」や、「橋台が、計画高水位と堤防定規との交差する位置より前面（川側）に出てい

る橋梁」については、以下のように取り扱う。

図 10.2.5 橋梁審査の取扱い方 

①次回の橋梁改築時までは、既存橋梁の構造令適用はないこととする。 

被災後、桁下高が自己流の計画堤防高以下の場合は、「河川管理施設等構造令」及び「工作物

設置許可基準」に則る。
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②レベル１津波高で決定する堤防区間の橋梁桁下高が、「レベル１津波高－1ｍ」内にある場

合も、既設橋梁の構造令適用はないこととする。 

図 10.2.6 説明図 

③河川計画の見直し等が伴う場合は、新たな計画（計画高水位や河川法線）が確定した段階におい

て、現橋梁が「河川管理施設等構造令」に適合しているか確認する。占用許可更新時において

は、管理者に対し、改修計画のスケジュール立案を許可条件にするなど、「河川管理施設等構造

令」を準拠するよう促していく。
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